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明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

|
|
明
治
減
価
償
却
史
研
究

I
i
1

品

--'二
>T 

貞

男

『
鎖
却
勘
定
が
査
わ
れ
た
の
は
〔
東
京
第
一
国
立
銀
行
の
明
治
八
年
上
半
季
〕
第
四
回
決
算
で
あ
っ
て
、
そ
の

半
季
利
益
金
割
合
報
告
〔
損
益
計
算
書
兼
利
益
処
分
計
算
書
〕
借
方
損
失
に
「
営
業
用
戻
シ
入
三
、

0
0
0」
か

あ
り
、
実
際
報
告
〔
貸
借
対
照
表
〕
借
方
の
「
営
業
用
家
作
、
地
所
、
什
器
」
十
主
万
九
千
一
百
円
は
原
始
価
額

十
六
万
二
百
円
か
ら
ゴ
一
千
円
を
差
引
い
た
も
の
な
る
旨
考
課
状
に
説
明
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
」

ー

i
『
第
一
銀
行
史
・
上
巻
』
昭
和
三
一
二
午
、
二
六
七
頁
。

i
1

ま
え
が
き

1
i
i明
治
期
の
減
価
償
却
史
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て

従
来
わ
が
国
で
は
先
進
諸
国
(
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
)
に
治
け
る
減
価
償
却
史
は
、
入
手
し
う
る
文
献
・
資
料
に
制
約

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
の
会
計
学
者
に
よ
っ
て
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
き
て
H
る
。
し
か
る
に
、
こ
と
わ
が
国
に
治
け
る
減
価

償
却
史
と
な
る
と
、
一
部
の
会
計
学
者
(
片
野
一
郎
教
授
・
木
村
和
三
郎
教
授
)
に
よ
っ
て
ス
ポ
ッ
T

・
ラ
イ
ド
を
あ
て
ら
れ
た
若
干

の
部
閉
(
明
治
初
年
の
国
立
銀
行
と
明
治
三
十
年
代
の
海
運
業
の
減
価
償
却
)
を
の
ぞ
い
て
は
、

「
燈
台
下
暗
し
」
の
状
態
に
あ
る
と

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
特
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

四
五

第
四
号



明
治
前
期
の
「
開
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

三
四
六

第
四
号

四

い
づ
て
よ
い
。
そ
と
で
、
先
学
に
よ
っ
て
開
発
古
れ
た
ス
ポ
ッ

T
-
ラ
イ
ト
の
光
度
を
増
加
す
る
と
同
時
に
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
ス

ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
を
新
設
す
る
こ
と
に
よ
ヮ
て
、
わ
が
国
に
沿
け
る
減
価
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
の
全
体
像
を
少
し
で
も
明
瞭
に
し

た
い
と
考
え
、
己

ζ
K
一
年
程
の
間
京
都
大
学
図
書
館
を
中
心
に
資
料
を
あ
さ
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
応
整
理
し
う
る
見
通
し
が

つ
い
た
自
で
(
も
ち
ろ
ん
や
っ
と
薄
明
の
状
態
に
到
達
し
た
ば
か
り
で
、
今
後
さ

b
k
研
究
を
か
さ
ね
た
け
れ
ば
な
b
な
い
が
)
、

れ
ま
で
え
ら
れ
た
資
料
を
ま
と
め
、
今
後
何
回
か
に
わ
け
て
『
明
治
減
価
償
却
史
研
究
」
と
し
て
発
表
す
る
己
と
に
た
っ
た
。

こ

さ

τ、
副
題
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
本
稿
は
そ
の
第
一
回
目
で
あ
る
の
で
、
序
説
と
し
て
、
わ
が
国
民
治
け
る
減
価
償
却
の
生
成
・

確
立
過
程
が
先
進
諸
国
で
の
こ
れ

b
の
過
程
と
の
聞
に
も
っ
て
い
る
共
通
性
と
特
殊
性
に
つ
い
て
、
一
応
簡
単
に
の
へ
て
お
さ
た
い
と

思
う
。

常
識
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
減
価
償
却
が
生
成
・
碓
立
す
る
一
般
的
過
駐
は
つ
ぎ
白
よ
う
な
単
線
的
シ
ェ
ー
マ
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

①
固
定
資
産
山
絶
体
的
・
相
対
的
増
加
l
↓
@
固
定
資
産
減
価
白
認
識
|
↓
⑥
減
価
償
却
の
生
成
・
確
立

た
し
か
に
こ

ω
通
り
に
ち
が

w
な
い
が
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
で
は
右
の
一
般
的
過
程
が
完
全
に
表
現
さ
れ

τ
い
る
と
は
い
え
な
い
。
な

4
1

な
b
、
布
の
シ
ェ
ー
マ
に
お
い
て
は
「
会
計
刻
象
」
側
心
一
安
凶
の
み
が
と
り
あ
げ
b
れ、

「
会
計
主
体
」
の
側
の
動
吉
が
無
視
さ
れ

て
い
る
か

b
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
う
と

「
資
産
」
側
臼
要
因
の
み
か

b
右
白
V

ェ
l
マ
は
構
成
さ
れ

τお
り
、

「
資
本
」
側

一ω
要
国
主
見
忘
れ
て
い
る
と
い
う
重
大
な
欠
陥
を
も
フ

τ
い
る
。
モ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
を
う
づ
め
る
へ
く
、
さ

b
に
「
資
本
」

白
側
の
要
凶
を
も
考
慮
に
入
れ
亡
、
減
価
償
却
が
生
成
・
確
立
す
る
辺
在
士
り
二

l
f
化
し
て
み
る
と
、
っ
さ
白
よ
う
な
復
線
的
シ
ι

i

T
が
え
b
れ
る
。



uxdJ資
本
の
集
中
l
l
↓
①
集
中
し
た
資
本
の
維
持
|
|
↓
⑮
処
分
可
能
利
益
の
計
算
と
そ
り
報
告

人

的

会

社

の

普

及

と

物

的

会

社

の

出

現

ハ

.

，

.

J
K

①
固
定
資
産
の
絶
対
的
・
相
対
的
増
加
↓
②
固
定
資
産
減
価
の
認
識
↓
③
減
伽
償
却
り
生
成
確
立

こ
の
よ
う
に
、
先
進
諸
国
で
は
企
業
形
態
の
史
的
展
闘
の
中
で
人
的
会
打
(
モ
の
中
心
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
ず
で
あ
っ
た
)
が
普
及

す
る
に
つ
一
れ
て
減
価
償
却
が
生
成
し
、
さ
ら
に
物
的
会
社
た
る
「
株
式
会
社
が
山
現
す
る
に
お
よ
ん
で
、
資
本
的
〔
固
定
〕
資
産
へ
白

永
久
的
投
資
が
利
益
算
定
機
構
と
〔
完
全
に
〕
む
す
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
」
し
か
る
に
、
わ
が
国
で
は
減
価
償
却
白
生
成
と
確
立
が
、

先
進
諸
国
む
よ
う
に
パ

1
1
ナ
l
ジ

y

プ
、
株
式
会
社
と
い
う
形
態
を
こ
と
に
す
る
二
つ
の
企
業
組
織
に
お
い
て
徐
々
に
進
行
古
ず
、

株
会
会
社
形
態
を
と
コ
た
企
業
で
急
速
に
進
行
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
治
さ
ず
右
の
過
程
が
、
先
進
諸
国
の
よ
う
に
自
然
発

生
的
で
は
な
く
、
明
治
政
府
の
指
導
下
に
半
強
制
的
に
進
め

b
れ
た
こ
と
を
物
語
っ

τ
い
る
。
周
知
む
よ
う
に
日
本
経
済
白
近
代
化
は

明
治
維
新
と
共
に
急
激
に
は
じ
ま
っ
た
が
、
そ
り
時
は
先
進
諸
国
で
近
代
的
株
式
会
社
制
度
が
確
立
し
た
直
後
に
あ
た
り
、
そ
し
て
減

価
償
却
制
度
も
ま
た
確
立
へ
の
歩
み
を
進
め
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た

G

し
た
が
っ
て
、
明
治
政
府
が
日
本
経
済
を
上
か

b
近
代
化
し
て

ゆ
く
政
策
の
一
環
と
し
て
、
い
ち
は
や
く
株
式
会
社
制
度
と
そ
白
会
計
制
反
を
先
進
同
か

b
移
植
し
、
ほ
ん
の
少
し
お
く
れ
℃
と
の
中

へ
減
価
償
却
制
度
を
組
入
れ
た
己
と
は
当
然
の
成
行
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
に
し
℃
も
減
価
償
却
制
度
D
導
入
以
後
き
わ
め
て
短
期

聞
で
モ
れ
を
株
式
会
社
会
引
に
定
着
さ
せ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
実
と
い
わ
な
く
亡
は
な
ら
な
い
。

さ
亡
、
以
上
要
約
し
た
よ
う
に
減
価
償
却
が
生
成
・
確
立
す
る
一
般
的
・
特
殊
白
本
的
過
程
を
み
て
く
る
と
、
日
本
経
済
白
近
代
作

の
前
衛
組
織
と
し
て
近
代
的
民
間
銀
行
制
度
を
樹
立
す
る
た
め
(
短
期
的
理
由
と
し
て
は
、
政
府
発
行
心
不
換
紙
幣
D
鈎
却
処
分
の
た

め
)
明
治
政
府
白
保
護
育
成
白
下
に
設
立
さ
れ
た
『
国
立
銀
行
』

(
己
白
銀
行
は
国
立
と
い
わ
れ
て
も
、
モ
れ
は
国
立
大
学
白
よ
う
に

国
自
身
が
設
立
し
た
も
白
で
は
な
く
、
国
弘
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
民
間
銀
行
で
あ
っ
た
か

b
、
正
惟
に
は
「
国
法
鋭
わ
」
ま
た
は

明
治
前
期
目
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

舘
八
十
八
巻

四
七

第
凶
号

五



明
治
前
期
心
「
園
吹
銀
行
」
に
担
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

同

ノ1

第
四
号

ーノ、

「
固
定
銀
行
」
と
W
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

明
治
五
年
一
一
月
公
布
の
「
国
立
銀
行
条
例
』
の
企
業
形
態
に
関
す

る
規
定
が
「
わ
が
国
に

b
け
る
最
初
白
木
格
的
た
株
式
会
社
の
規
定
で
あ
っ

b
」
己
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
「
初
め
て

4
 

の
完
全
な
る
株
式
会
引
」

そ
し
て
、

そ
れ
は
、

で
あ
っ
た
。
)
が
わ
が
国
~
近
代
会
計
制
度
と
そ
の
部
分
機
構
た
る
減
価
償
却
制
度
を
導
入
す
る
最
初
の
場

で
あ
フ
た
こ
と
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
H
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
国
立
銀
行
に
導
入
さ
れ
た
近
代
金
計
制
度
と
減
価
償
却
制
度
は
モ

D
後
日
本
近
代
賄
業
白
担
い
手
と
し
て
組
織
さ
れ
た
多
く
D
株
式
会
社
へ
(
直
接
的
に
は
国
立
銀
行
の
会
計
に
経
験
あ
る
も
臼
が
参
加

す
る
取
で
)
伝
播
・
侵
透
し
て
い
っ
た
。
フ
主
り
、
同
立
銀
行
は
日
本
会
計
史
上
近
代
会
計
制
度
と
モ
の
不
可
欠
の
機
構
た
る
減
価
償

却
制
度
を
移
植
・
普
及
す
る
中
心
点
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
D

『
明
治
減
価
償
却
史
研
究
』
も
「
閤
立
銀
行
D
減
価
償
却
会
計
L

か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
白

場
合
、
明
治
九
年
八
月
に
改
正
国
立
銀
行
条
例
が
公
布
さ
れ
る
前
と
後
を
分
け
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
の
で
、

期
区
耐
に
し
た
が
H
第
一
期
(
明
治
主
年
悶
立
銀
行
条
例
記
官
布
か
ら
同
九
年
同
条
例
改
正
前
ま
で
)
と
第
二
期
(
明
治
九
年
国
立
銀

叶
明
治
財
政
史
』
白
時

行
条
例
改
正
か
ら
同
一
六
年
同
条
例
改
正
前
主
で
)
と
に
分
け

τ、
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

川
片
野
一
郎
「
日
本
銀
行
簿
記
精
説
』
昭
和
一
一
二
年
、
第
三
章
第
八
節
「
わ
が
国
に
お
け
る
減
価
償
却
の
発
端
」
一

(υ
四
一
一
一
一
頁
。
木
村
和

三
郎
『
減
伺
償
却
研
究
」
昭
和
二
二
年
、
第
五
章
二
「
我
国
に
お
け
る
減
価
償
却
一
認
識
凸
牛
成
発
展
」
一
一
一
一
七
!
一
四
人
文
。
木
村
和
三
郎
『
日
本

に
お
け
る
簿
記
長
計
学
の
発
展
』
昭
二
五
年
、
一
二

O
l
一
一
一
二
一
良
。
木
村
和
三
郎
「
日
本
に
お
け
る
会
計
苧
の
生
成
発
展
」
山
下
勝
治
・
古
林
喜
集
嗣

「
会
計
学
の
発
展
と
課
題
|
|
平
井
春
太
郎
博
士
記
志
論
文
集
E
』
昭
和
三
十
五
年
、
一
四
一
一
四
人
頁
。

川

W

〉

門

下

正

】

2
0ロヨ

λ
R
E
五
五
色
町
同
Z
E
E
S
E
』

U
ロ
戸
間
0
4
可
。

H
W
E
S
-
司

ω
H
M

ω
土
屋
喬
堆
「
渋
沢
州
市
一
白
我
国
会
社
企
業
発
達
史
上
に
お
け
る
投
割
」
〔
明
大
〕
経
営
論
集
、
第
一
二
集
〔
昭
和
一
一
四
年
一
月
〕
、
一
一
一
五
頁
。

ω
菅
野
和
太
郎
『
日
本
会
社
企
業
発
生
史
の
研
究
』
昭
和
六
年
、
一
二
一
一
一
=
良
。



同
国
立
館
行
に
お
け
る
減
価
償
却
実
践
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に

H
野
教
授
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
複
す

る
こ
と
を
承
知
で
あ
え
て
本
稿
を
蒔
い
た
わ
け
は
、
木
文
に
記
し
た
理
由
以
外
に
、
教
捜
の
「
日
本
・
銀
行
簿
記
粘
説
」
白
出
版
(
昭
和
一
一
一
一
年
)

以
後
に
公
表
さ
れ
た
金
融
史
資
料
そ
の
他
に
よ
っ
て
教
授
の
詳
細
な
研
究
の
中
に
い
く
つ
か
の
補
足
・
悔
正
す
べ
き
個
所
会
見
出
し
た
か
ら

r
外
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
補
足
個
所
は
k
も
か
く
、
倍
E
桐
所
は
で
き
る
だ
け
修
用
理
由
を
附
し
て
明
記
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。

似
「
明
治
財
政
史
・
第
十
三
巻
』
明
治
三
八
年
、
二
ハ
頁
。
本
稿
で
は
考
察
の
範
聞
を
明
治
前
期
の
国
立
組
行
に
か
ぎ
っ
て
い
る
の
で
、
第
三
期
〈
明

治
一
六
年
国
立
銀
行
条
例
改
正
よ
り
両
三
二
年
同
ぷ
銀
行
最
終
満
期
ま
で
)
に
つ
い
て
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。

周
知
の
工
う
に
銀
行
会
計
に
治
け
る
減
価
償
却
白
実
施
状
況
を
知
る
に
は
モ
の
一
決
算
手
続
を
調
べ
る
の
が
最
良
の
方
法
で
あ
る
が
、

「
明
治
6
年
〔
ロ
月
〕
白
「
銀
行
簿
記
精
法
」
の
も
っ
て
い
た
最
も
大
き
な
会
計
方
法
上
の
欠
陥
は
決
算
に
関
す
る
記
帳
手
続
が
全
然
解

説
さ
れ
て
h
な
い
点
で
あ
ヮ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
と
か
ら
も
わ
か
る
工
ろ
に
、
第
一
一
刻
の
国
立
銀
行
(
明
治
六
忠
七
月
二

O
日
開

業
の
東
京
第
一
、
同
七
年
八
月
一
五
日
開
業
の
横
浜
第
二
、
同
七
年
三
月
一
日
開
業
白
新
潟
第
四
、
同
六
年
二
一
月
一

O
日
開
業
の
大

阪
第
五
白
各
国
立
銀
行
〉
に
関
ず
る
か
ぎ
り
そ
D
決
算
記
帳
モ
白
も
の
を
知
る
こ
と
は
で
さ
な
い
。

(
も
ち
ろ
ん
現
在
す
る
帳
簿
記
録

を
実
地
調
査
す
れ
ば
別
だ
が
〉
モ
己
で
、
本
稿
で
は
、
決
算
記
帳
の
代
り
に
、
国
立
銀
行
条
例
が
そ
の
第
十
二
条
沿
よ
び
第
十
三
和
に

む
い
て
閏
立
銀
行
に
た
い
し
報
告
義
務
を
お
わ
せ
た
三
種
臼
財
務
諸
表

1lω
大
蔵
省
紙
幣
寮
へ
差
出
す
も
心
、
側
株
主
へ
通
知
す
る

も
の
、
同
刷
新
聞
紙
上
に
公
告
す
る
も
の

1
iに
よ
っ
て
、
第
一
期
の
国
立
銀
行
が
何
時
何
に
た
い
し
ど
れ
だ
け
の
減
価
償
却
を
計
上
し

た
か
士
明
ら
か
に
し
た
い
が
、
順
序
と
し
て
国
立
銀
行
の
財
務
諸
表
規
則
の
考
察
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
明
治
財
政
史
』
に
よ
る
と
、

「
国
立
銀
行
資
産
負
債
ノ
状
況
ノ
報
告
(
一
節
年
四
度
以
上
紙
幣
頭
-
一
差
出
ス
ヘ
キ
コ
ト
ハ
〔
国
立

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

革
八
十
八
巻

P司

九

第
四
号

七



明
治
山
旧
制
の
「
国
立
銀
桁
」
に
お
け
る
減
仙
償
却

第
八
十
八
巻

子王

O 

i¥. 

第
円
号

銀
行
]
条
例
第
十
二
条
ノ
命
ス
ル
所
ナ
リ
而
シ
テ
之
カ
報
告
計
算
ノ
書
式
(
祇
幣
頭
ニ
於
テ
定
ム
ヘ
キ
モ
九
ナ
ル
カ
故
ニ
大
蔵
省
ハ
明

治
六
年
十
二
月
ヲ
以
テ
国
立
銀
行
定
期
報
告
差
出
方
規
則
ヲ
草
V

附
属
書
式
ノ
便
一
合
ヲ
東
京
第
一
国
立
銀
行
ニ
諮
詞
グ
テ
之
カ
編
成
ヲ

了
へ
同
月
〔
一
一
四
日
〕
直
ニ
之
ヲ
第
一
国
立
銀
行
一
一
達
ジ
次
テ
翌
年
〔
一
月
二
二
日
新
潟
〕
第
四
二
月
七
日
、
大
阪
〕
第
五
〔
横
浜
〕
第
二
ノ

各
国
立
銀
行
へ
通
達
シ
テ
執
レ
一
七
一
定
ノ
法
式
一
一
従
ヒ
同
一
ノ
日
付
ヲ
以
テ
各
本
支
同
ヨ
リ
毎
月
及
ヒ
毎
半
期
工
於
テ
明
細
一
一
之
ヲ
大

蔵
省
ニ
報
告
シ
且
ツ
其
半
季
利
益
金
ノ
割
合
ハ
株
主
ノ
決
議
ヲ
経
タ
ル
上
大
蔵
卿
ノ
認
可
ヲ
得
吏
ニ
其
資
産
負
債
ノ
計
算
ト
共
ニ
世
上

一
一
公
一
万
ス
ル
コ
ト
ト
サ
セ
リ
」

(
傍
点
一
両

Y

寸
)

6
 

右
の
国
立
銀
行
定
期
報
告
差
出
方
規
則
は
わ
が
国
最
初
の
財
務
諸
表
規
別
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
銀
行
半
季
実
際
報
告
ハ
其
銀
行

本
支
〔
庖
〕
総
体
ノ
資
産
権
利
ト
其
負
債
義
務
ト
ヲ
分
記
ス
ル
モ
ノ
一
一

γ
テ
第
二
書
式
是
ナ
リ
之
ヲ
一
記
載
ス
ル
↑
一
円
先
本
厄
ノ
総
勘
定
一
死

帳
ノ
貸
借
芽
引
残
高
表
ヲ
製
ジ
各
支
出
ヨ
リ
夫
々
ノ
同
去
ヲ
取
集
メ
本
匝
ト
支
応
ト
ノ
貸
借
並
一
一
支
庖
l
支
肱
l
ノ
貸
借
ハ
之
ヲ
取
除

キ
本
支
総
体
ノ
総
勘
定
元
帳
ノ
主
古
川
引
残
高
ヲ
合
計
シ
其
借
方
ノ
残
高
ヲ
報
告
国
ノ
借
方
ニ
記
シ
其
貸
方
ノ
残
高
ヲ
貸
方
ニ
記
ス
ヘ
シ
然

ル

r
キ
ハ
此
報
告
ノ
借
方
ハ
即
チ
銀
行
ノ
資
産
権
利
一
一
シ
テ
貸
方
ハ
則
チ
銀
行
ノ
負
債
義
務
ナ
リ
」
ま
た
「
銀
行
半
季
利
益
金
割
合
報

比
口
戸
一
株
-
一
付
当
半
季
利
益
若
干
内
別
段
積
立
金
一
一
充
テ
タ
ル
者
若
干
一
株
ニ
付
割
賦
金
〔
H
H
配
当
金
〕
若
干
等
及
ヒ
総
体
ノ
損
益
ヲ

記
月
ル
者
ユ
シ
テ
第
六
〔
第
五
ノ
誤
リ
〕
書
式
是
ブ
リ
本
応
援
-
一
各
支
市
ノ
損
益
勘
定
表
ヲ
引
ム
ロ
セ
之
ヲ
製
ス
ヘ
シ
」
規
定
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
銀
行
半
季
実
際
報
告
は
貸
借
刻
照
表
で
あ
り
、
ま
た
銀
行
半
季
利
益
金
割
合
報
告
は
損
益
計
算
書
と
利
益
処
分
計
算
書
と
が

結
合
し
た
も
の
で
あ
る
ζ

と
は
わ
か
る
が
、
残
念
な
が

b
叫
明
治
財
政
史
』
に
は
附
属
計
表
書
式
八
積
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
は
第
二
音
式
(
貸
借
対
照
表
様
式
)
と
第
五
書
式
(
損
益
計
算
書
兼
利
益
処
分
計
算
書
様
式
)
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
づ
た
か
は
わ
か

b
な
い
。
だ
が
、

ζ

こ
で
断
念
す
る
必
要
は
な
い
。
半
い
な
己
と
に
は
、
各
国
立
銀
行
の
考
一
謀
状
に
附
さ
れ
た
財
務



諸
表
は
国
立
銀
行
定
期
報
告
差
出
方
規
則
附
属
計
表
書
式
に
よ
っ
て
い
る
場
合
が
少
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
一
一
回
JM
銀
行
が
「
明
治

六
年
七
月
二
十
日
当
該
銀
行
開
業
以
後
六
ヶ
月
間
実
務
施
行
之
順
序
及
者
勘
定
向
ノ
各
件
ヲ
頭
取
取
締
役
ヨ
リ
株
主
一
同
一
一
公
一
川
ス
ル

。

第
一
考
課
状
」
(
明
治
七
年
一
月
一
一
日
)
に
は
「
当
銀
行
半
季
実
際
報
告
ハ
第
二
宮
式
ノ
通
相
違
無
之
候
」
「
当
銀
行
半
季
損
益
勘

定
ハ
第
五
書
式
甲
ノ
通
一
二
ノ
テ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
第
五
国
立
銀
行
が
明
治
七
年
コ
月
五
日
発
業
ヨ
リ
当
六
月
叶
日
迄
半
季

常
業
よ
ノ
各
件
及
ヒ
出
納
ノ
実
際
諸
報
告
(
御
頒
達
ノ
書
式
-
一
遵
ヒ
頭
取
々
締
役
謹
テ
紙
幣
頭
閣
下
一
一
呈
月
第
二
考
認
状
」

年
七
月
一

O
日
)
に
も
「
当
銀
行
半
季
実
際
報
告
ハ
第
二
書
式
ノ
通
相
違
無
之
候
」
「
当
銀
行
半
季
損
益
勘
定
ハ
・
第
五
書
式
之
通

相
違
無
之
侯
」
と
記
さ
れ
て
円
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
考
課
状
に
ふ
さ
れ
た
財
務
諸
表

K
Z
3
て
、
附
属
計
表
第
二
・
第
五
書
式
が

(
明
治
じ

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
間
接
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3) (2) (1) 

片
野
、
前
掲
書
、
九
六
頁
。

『
明
治
財
政
史
・
第
十
一
一
巻
』
二
四
八
頁
ロ

国
立
組
行
条
例
第
十
三
条
「
銀
行
利
益
金
分
割
ノ
手
続
ヲ
明
エ
ヌ

第
一
鮪
国
立
強
行
ノ
頭
取
取
締
役
等
ハ
毎
年
両
度
宛
銀
行
ノ
総
勘
定
ヲ
ナ
シ
共
純
益
金
ヲ
正
算
シ
株
高
一
一
応
シ
テ
去
半
エ
之
ヲ
分
割
ス
可
シ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

第
二
矧
右
分
割
ノ
前
ニ
其
利
益
ノ
正
算
ヲ
株
主
一
同
へ
通
知
ジ
且
新
聞
紙
ニ
テ
陪
上
エ
公
告
ス
へ
ン

第
三
節
其
公
白
セ
シ
日
ヨ
リ
十
日
内
一
-
テ
未
タ
株
主
へ
分
割
ヲ
為
ル
ソ
サ
ル
前
ュ
其
計
費
ヲ
明
照
ニ
シ
テ
訊
酔
頭
へ
差
出
ス
可
シ
」
(
『
明
治
肘
政

史
掠
イ
三
巻
』
凶
七

l
凹
八
頁
。
傍
点
高
寺
)

ω
国
立
銀
行
条
例
措
十
二
条
「
銀
行
ヨ
り
差
出
ス
報
告
書
計
表
ノ
手
続
ヲ
明
一
一
ス

、
、
、
、
、
、

第
一
節
国
立
銀
行
山
一
ー
ゲ
年
四
度
以
上
其
担
行
ノ
事
務
計
算
特
実
地
詳
明
ナ
ル
報
告
書
計
表
等
ヲ
紙
幣
頭
一
一
差
出
ス
可
ジ
其
書
式
ハ
紙
幣
頭
ノ

拘
揮
三
従
ヒ
頭
取
取
締
役
之
ヲ
証
印
ス
へ
シ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

但
右
報
告
書
計
表
ノ
類
ハ
知
行
ヨ
リ
新
聞
紙
又
ハ
其
他
ノ
手
続
ヲ
以
テ
世
上
一
一
公
告
ス
へ
シ
」
(
「
明
治
財
政
史
第
十
三
巻
』
四
七
頁
。
皆
点

l
両

明
治
前
期
の
「
国
文
娘
行
」
に
お
け
る
減
削
償
却

第
八
十
八
巻

五

第
四
号

九



明
治
前
期
の
「
開
立
銀
行
」
に
お
け
る
誠
削
償
却

第
人
」
l

八
巻

五

第
四
号

。

寺
)国

立
銀
行
条
例
の
施
行
規
則
と
し
て
条
例
主
同
時
に
去
布
さ
れ
た
「
国
立
師
行
成
規
」
は
そ
の
「
国
立
銀
行
報
告
ノ
事
」
に
お
い
て
「
国
立
組
行

円
一
ク
年
中
円
度
以
上
共
銀
行
営
業
ノ
実
際
報
告
ヲ
紙
幣
頭
一
一
葉
山
ス
ヘ
シ
(
銀
行
条
例
措
十
二
条
)
此
報
告
縦
形
並
一
一
文
例
ハ
紙
幣
朗
ノ
定
メ
タ

ル
体
裁
ニ
従
フ
ヘ
シ
」
(
「
明
治
財
政
史
・
第
十
三
巻
』
八
六
頁
)
と
「
紙
幣
頂
ニ
可
差
出
各
種
報
告
ヲ
掲
載
」
勾
明
治
財
政
見
・
第
十
三
巻
」
六
三

一
五
〕
し
て
い
た
が
、
そ
の
報
告
様
式
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
か
っ
た
。

的

W

「
明
治
財
政
史
・
第
十
三
巻
』
六
三

O
i六
三
一
頁

Q

カ
ッ
コ
内
に
柿
入
し
た
開
業
日
は
同
上
二
凹
八
頁
に
よ
る
ロ

ω
「
我
国
に
て
会
祉
の
仇
揮
期
に
貸
借
対
陥
衰
を
作
成
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
る
は
国
立
銀
行
を
以
て
嘱
矢
と
す
。
」
(
東
間
五
郎
『
商
業
会
計
・

第
一
輯
』
第
三
版
、
大

E
一
二
年
、
百
頁
)

こ
の
国
立
銀
行
定
期
報
告
差
出
方
規
則
・
附
回
計
表
書
式
(
明
治
六
年
一
二
月
)
の
わ
が
凶
会
計
史
上
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
『
明
治
財
政
見
』

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
力
説
し
て
い
る
。

「
是
ニ
由
り
テ
明
治
七
年
上
半
季
以
来
ハ
我
国
立
操
行
営
業
盛
哀
ノ
状
態
旧
ニ
倍
シ
テ
正
確
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
鼓
シ
出
納
ノ
実
況
ヲ
秘
密
一
一
付

シ
世
人
ヲ
シ
テ
其
貸
借
担
何
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ヲ
欲
セ
サ
ル
ハ
我
国
旧
来
ノ
阻
習
ニ
シ
テ
〔
明
治
二
年
五
・
六
月
頃
よ
り
東
京
、
大
阪
、
京
都
、
横
浜
、

神
戸
、
大
津
、
敦
賀
、
新
潟
に
設
立
さ
れ
た
〕
通
商
為
替
会
社
ノ
如
キ
ハ
即
チ
公
同
ノ
結
社
ナ
ル
モ
亦
未
タ
此
弊
ヲ
脱
ス
ル
ヲ
得
サ
リ
シ
ハ
識
者
ノ

夙
ニ
遺
憾
ト
セ
シ
所
ナ
リ
シ
カ
是
エ
至
リ
国
立
銀
行
ノ
実
況
ヲ
公
一
市
ス
ル
事
ト
ナ
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
旧
習
打
破
ノ
上
一
一
於
テ
則
著
ナ
ル
効
果
ヲ
収
ム
ル

ヲ
得
タ
リ
」
(
「
明
治
酎
政
史
・
第
十
三
巻
』
六
一
二
一
貫
。
〉

∞
『
明
治
酎
政
史
・
第
十
三
巻
』
六
三
三
一
ハ
一
一
一
四
頁
。

刷
布
同
、
六
三
回
頁
。

川
開
東
教
授
は
国
立
銀
行
「
条
例
又
は
そ
の
細
則
中
に
は
今
日
。
商
法
中
商
業
会
社
に
関
す
る
条
項
は
勿
論
商
業
帳
怖
に
関
す
る
ζ

と
迄
も
詳
細
に
之

を
定
め
て
、
若
し
縦
形
を
要
す
る
も
の
は
、
こ
れ
が
形
式
を
も
併
せ
て
示
教
し
た
る
こ
と
あ
り
き
」
(
束
、
前
掲
書
、
六
頁
)
と
述
べ
て
い
る
が
、

片
野
教
授
は
「
こ
の
明
治
6
年
ロ
月
の
「
規
則
」
に
は
諸
報
告
の
様
式
に
つ
い
て
は
定
め
な
か
っ
た
よ
ラ
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
ゐ
(
片
野
、
前

拘
書
、
二
一

O
一
貝
)
。
汁
野
教
授
の
場
合
に
は
、
『
明
治
財
政
史
第
十
三
巻
L

六
三

O
l
一
ハ
三
一
ハ
頁
に
収
鋸
さ
れ
て
い
る
国
立
銀
行
定
期
報
告
差

出
方
規
則
と
そ
の
説
明
置
を
見
逃
し
た
(
円
野
、
前
掲
書
、
一
一
心
頁
注
)
た
め
、
右
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
士
の
守
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
当
っ
て
い



な
い
。
と
い
う
根
拠
は
、
「
銀
行
全
書
〔
初
編
〕
之
三
』
中
か
ら
り
つ
ぎ
の
よ
う
な
引
用
が
明
白
に
し
て
い
る
よ
う
に
明
治
六
年
二
一
月
二
四
日
に

「
規
則
」
主
そ
の
附
属
計
表
書
式
入
桓
が
第
一
国
立
銀
行
に
交
付
さ
れ
た
事
実
に
求
め
ら
れ
る
。

「
O
該
銀
行
へ
定
期
報
告
規
則
書
誌
計
表
下
付
ノ
達
官

第
三
百
六
十
六
号

明

治

六

年

十

二

日

月

廿

四

日

中

属

渡

辺

融

国

団

頭

助

唖

属

唖

第
一
国
立
融
行
三
り
報
告
書
計
表
之
義
一
一
付
別
紙
之
通
情
出
世
ニ
付
御
指
令
按
左
一
ニ
相
伺
申
候

御
指
令
案

別
紙
銀
行
定
期
報
告
差
出
方
規
則
壱
冊
姐
引
表
八
積
廿
凹
葉
相
渡
慌
条
規
則
之
通
報
告
可

差
出
此
旨
相
達
候
事

I 

〔
後
略
〕

明
治
六
年
十
二
月
廿
四
日
紙
幣
刷

年
、
九
五
頁
。
傍
点

l
高
寺
)

他
方
、
受
手
の
第
一
国
立
鋸
行
は
「
第
一
考
課
状
L

に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
株
主
へ
報
告
し
て
レ

t

「
銀
行
毎
月
ノ
突
際
報
告
並
毎
半
季
ノ
実
際
報
告
及
考
融
其
外
諸
計
草
平
均
法
本
自
支
広
告
罫
計
表
等
マ
デ
毎
月
毎
半
季
毎

呈
ノ
規
則
十
二
月
二
十
四
日
同
寮
ヨ
リ
御
達
相
成
甲
候
」
(
『
金
融
史
資
料
一
一
時
嗣
・
第
三
巻
』
附
軒
、
五
頁
)

な
お
、
附
属
計
表
書
式
が
第
四
・
第
五
国
立
知
行
へ
交
付
さ
れ
た
事
宴
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
を
参
ヰ
の
士
め
つ
ぎ
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

「
O
該
臨
行
へ
報
告
表
昆
規
則
書
波
方
一
一
付
連

第
二
百
八
十
三
号

明

惜

七

年

一

月

廿

二

日

即

日

連

済

中

属

渡

辺

融

口

頭

O

幼

C

第
四
国
立
盟
行
へ
報
告
計
表
世
右
差
出
方
規
則
書
御
世
之
儀
ニ
付
御
達
宰
左
エ
相
何
申
候

御
達
案

芳
川
顕
正
」
(
日
本
銀
行
調
査
局
編
集
、
土
屋
喬
排
除
師
事
「
日
本
金
融
史
資
料
一
説
編
第
三
巻
』
昭
和
一
一
一
一
一

手
!
?
紙
幣
寮
エ
上

国

第
四
国
立
銀
行

明
治
前
期
目
「
国
立
銀
行
」
に
お
り
る
州
側
償
却

第
八
十
八
巻

五一

第
四
号



明
治
前
期
唱
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

ん
和
其
銀
行
可
差
出
報
告
計
表
三
十
五
枚
抗
右
雛
形
芸
出
方
規
則
喬
ト
モ
相
渡
候
条
都
て
規
則
之
辿
相

決
心
得
可
申
此
段
相
違
候
事

明
治
七
年
一
月
吉
一
日
紙
幣
頭
得
能
良
介
」
(
『
日
本
金
融
史
資
料
加
時
編
第
三
巻
』
一
一
一
五
汽
頁
。
梼
点
|
高
寺
〕

「
O
該
保
行
へ
報
告
昔
前
規
則
古
渡
方
一
一
付
達
也
'

第
十
一
号

明

治

七

年

一

月

七

日

中

間

渡

辺

融

固

頭

代

理

唖

助

国

属

⑮

第
五
国
立
銀
行
へ
報
告
計
喪
由
右
差
出
方
規
則
御
渡
之
儀
ニ
付
調
達
案
左
一
一
相
伺
申
侯

御
達
案

第
八
十
八
巻

.1i. 
I'B 

第
四
号

第
五
国
立
銀
行

其
銀
行
ヨ
リ
可
差
出
各
間
信
計
器
凶
拾
じ
枚
誼
右
差
出
方
規
則
育
相
渡
候
来
郡
テ
規
則
之
通
相
心
得
可
巾
此
段
相
通
候
事

明
治
七
年
一
月
白
紙
幣
頭
芳
川
副
正
」
〔
『
日
本
金
融
史
資
料
畑
閥
抗
・
第
三
巻
』
二
八

b
E
o
傍
点
一
呈
寸
)

ω
右
岡
、
附
録
、
六
頁
。

ω
右
問
、
附
録
、
七
真
。

M
W

右
問
、
附
録
、
=
二
八
頁
。

ω
右
問
、
附
録
、
一
三
九
頁
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
研
究
で
は
財
務
諸
表
の
様
式
そ
の
も
白
が
直
接
白
問
題
で
は
在
い
。
こ
れ
ま
で
長
々
と
附
属
計
表

に
つ
い
て
論
述
し
て
き
た
わ
け
は
、
国
立
銀
行
に
た
い
し
与
え
ら
れ
た
財
務
諸
表
の
形
式
が
そ
の
内
容
(
会
計
手
続
)
主
規
定
し
た
側

面
を
分
折
し
た
か
っ
た
か

b
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
採
上
げ
て
き
た
附
属
計
表
第
二
・
第
五
書
式
が
国
立
銀
行
の
会
計
手
続
を



規
定
し
た
側
凶
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
第
一
国
立
銀
行
白
第
一
・
第
二
考
課
状
、

公
司
ス
ル
第
二
一
間
報
告
」
、
第
五
回
立
銀
行
の
第
二
考
訴
状
目

「
東
京
日
日
新
聞
」
に
公
告
さ
れ
た
「
衆
株
主
へ

「
米
株
主
へ
某
一
市
ス
ル
弟
二
問
下
半
季
報
告
」
、
第
四
同
立
銀
行
の
「
第

二
凹
半
季
報
告
」

か
ら
当
面
白
研
究
に
と
り
必
要
な
部
分
を
抜
摂
す
る
と
(
第
一

-
第
二
・
第
三
表
)
、

っ
さ
の
よ
う
た
事
実
が
判
明

す
る
。

(1) 

第
二
・
第
五
書
式
で
は
創
業
費
償
却
は
予
定
さ
れ
(
資
産
の
部
と
費
用
白
部
に

「
創
業
入
費
L

科
日
が
あ
る
)

実
際
に
創
業

費
は
第
一
・
第
五
国
立
銀
行
で
は
第
一
年
度
に
、
第
四
国
立
銀
行
で
は
第
二
年
度
に
全
額
償
却
さ
れ
た
。

(2) 

第
二
・
第
五
書
式
で
は
什
器
は
冗
入
年
度
に
全
額
償
却
す
る
、
づ
ま
り
付
帯
河
入
出
世
を
全
額
出
引
用
に
算
入
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
(
資
産
白
部
に
「
什
器
」
科
目
な
〈
、
費
用
心
部
の
み
に
あ
る
〕
、
実
際
に
そ
の

E
う
托
会
計
処
開
さ
れ
た
。
(
た
だ
し
、
第

四
国
立
銀
行
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
。
)

(3) 

第
二
・
第
五
書
式
で
は
家
作
・
地
所
の
償
却
は
予
定
さ
れ
ず
(
資
産
の
部
に
の
み
「
家
作
」
と
「
地
所
」
¢
科
円
が
設
け
ら
れ

る
)
、
そ
し
て
実
際
に
明
治
包
年
下
半
季
ま
で
は
家
作
り
減
価
償
却
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

ω 
な
お
、
つ
い
で
に
指
摘
す
る
と
、
明
治
六
年
二
一
月
の
国
立
銀
行
定
期
報
告
差
出
方
規
則
は
「
九
紐
ノ
報
告
中
計
表
ノ
数
字
ハ

都
テ
西
洋
数
字
ヲ
用
ヰ
〔
ル
〕
・
ヘ
ン
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
第
一
期
の
一
国
立
銀
行
で
そ
れ
を
実
行
し
た
白
は
、
第
一
・
第
五

国
立
銀
行
の
明
治
七
年
上
単
季
「
第
二
考
課
状
」
附
属
財
務
諸
表
だ
け
で
あ
ヮ
た
。
(
第
二
表
に
は
あ
げ
て
い
た
い
が
、
明
治
六

年
六
月
と
七
月
白
「
第
五
国
立
銀
行
本
庖
毎
月
実
際
報
告
」
で
は
ア
ラ
ピ
ヤ
数
字
を
使
用
し
て
い
た
。
)

で
は
た
ぜ
い
ず
れ
の
一
国
立
銀
行
も
創
業
入
費
や
什
器
の
償
却
を
し
な
が
ら
、
家
屋
の
減
何
償
却
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

白
わ
け
は
家
屋
の
建
設
費
が
創
業
費
や
什
界
購
入
費
と
く
ら
ペ
多
額
で
あ
っ
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
在
ぜ
な
ら
明
治
六

明
治
前
期
り
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

五
互E

第
阿
号



明
治
前
期
の
「
国
立
競
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

一
一
五
六

第者 悼一国立銀行財萌諸去の扶翠

一一 司治た一一τ平二三;引 二つ半事利孟金一王l否事吾て捕手干書交z，J
第 Ic¥戸三竺竺二竺二竺J土と二世主L 一一一一一←ー

|じ

考 i7

2iL 
じ医空間旦竺L竺L1f!???竺竺アー

プミ

。 地

LE里担ーヱ竺玉言語一
紙|七

長lL 
Ill] 1τ 
報|三

L~一一一一同「円本金融史資料・明治大正絹・第三巻』附録， p.17， C時 29，(O)p.41， 

ば)p.55，(剖「東京日日新聞|明治 8年 1J]17円[節目09号1 (~渋沢栄一伝記
資料第四巻」昭和3C年， p. 155)，的p.156.

諸入引創業入費

五一一一
円
六九

。
三二00

創業入<c~

繕

日号

告

諸入費

円

一四 1i00 

営業用

作

創業入費

所

家

地

創業入費醤業用

5553.28 繕

持E

営

イ十

160533.50 作

所

家

節

割l

状

考

一六二、二三三五OE~業用

〔タテ苦〉(タテ古〉

第
凶
号

四

年
六
月
一
九
日
目
「
第
一
一
国
立

銀
行
利
益
金
配
当
〔

l
分
配
〕
定

則
」
第
一
条

rは
「
非
常
ノ
変
災

等
一
一
テ
臨
時
ノ
費
用
ア
レ
ハ
比

積
立
金
〔
純
益
金
高
ノ
百
分
ノ

十
ヲ
積
立
ツ
ル
「
別
段
積
金
」
〕

ノ
内
ヲ
以
テ
之
-
一
充
ル
コ
ト
ア

ル
へ

γ
ト
一
五
ト
モ
、
通
常
家
屋

ノ
常
繕
ス
ハ
一
切
器
具
ノ
買
人

其
他
必
用
ノ
支
応
又
ハ
屋
宅
等

ノ
建
築
資
ハ
都
テ
銀
行
年
々
ノ

比諸
積経
立投
金 l
ユジ

関 テ
メ、之
可ヲ
ラ仕
ス4)払
」

ヒ

と

規
一
止
さ
れ

τい
た
の
に
、
右
目

会
計
処
理
は
己
れ
に
反
し
て
い

る
か

b
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の

「
定
則
」
は
国
立
銀
行
定
期
報



第五国立担行財務諸表の晶華

「再利益金割合報告〔第五書式〕
借方bケ実際報告〔第一量式〕借方

n 

作 75740.604 371同594 

状 円f ，625.45 175.934 
。

イじ

* 
シテ貨産推理ニ属ス |損失ノ部 損益差引

却
七

地所家作 ざ万四千三百九拾

八円。七銭六厘
寸JミL乙ー

季

告報d 
〔タテ古) 〔タテ在〉

諸入費

創業入費e

創業入費

営業用

明
治
前
畑
町
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

(a) ~日本金融史資料・明治大正制・第三者』附帰， p. 321， (b)p 331. 
(c) 第一考課状によると，創業入資は第 1期に全額 時に「償却」荷。(~日本
企開、史資料.明治大正嗣ー第三巻~ p. 403.) 

(仁田 「東京日日新聞」明治 8年 2月14日〔第933号〕。

第三表 第四問立組打財務諸表の抜草

1'A;i i1l:主竺土FF=属λ け|損益勘定

一u

一タテ告

『第四銀行八十年史』昭和31年， pp.24-25. 

益高ノ内

金三千百拾三円七拾三銭

創業入費消却

二千百拾三円

七拾三銭

創業入費

(タテ菖〉

拾五

銭

百

三一一。
千

円

五

五

地所索作{十世

第

一

回

半

季

報

白

第
八
十
八
巻

五
七

第
四
号

五



明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

五
/、

第
四
号

合
差
出
方
規
則
附
属
計
表
よ
り
は
半
年
前
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か

b
、
や
は
り
附
属
計
表
第
二
・
第
五
書
式
に
し
た
が
い
、
家

屋
の
減
価
償
却
を
し
た
か
ヲ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
主
う
な
会
計
処
浬
が
批
判
さ
れ
る
時
期
は
す
ぐ
平
っ
て
来
た
。
モ
れ
は
ア
I
ラ
Y

-

V
ャ

y
ド
に
よ
っ
て
ゐ
己
注

わ
れ
た
第
一
国
立
銀
行
検
査
報
告
書
に
h
s
h
て
で
あ
づ
た
。

ζ

の
問
の
事
情
は
「
明
治
財
政
史
』
及
び
『
第
一
銀
行
史
』
に
よ
る
と
、

「
明
治
六
年
及
七
年
ノ
両
年
間
(
銀
行
ノ
業
務
未
タ
全
ク
整
備
セ
式
加
之
一
フ
只
其
役
員
ノ
大
抵
作
旧
来
ノ
商
佑
=
ジ
テ
簿
記
ノ
法
ヲ
解

ス
ル
壬
ノ
殆
Y

T
稀
ナ
リ
之
ヲ
以
テ
政
府
戸
目
撃
一
一
〔
銀
行
〕
簿
記
精
法
ヲ
刊
行
γ
次
テ
報
告
差
出
方
規
則
ヲ
作
リ
国
立
銀
行
ノ
出
納
及
ヒ

計
算
一
一
関
月
ル
諸
帳
簿
ハ
怒
ク
一
定
ノ
法
=
拠
一
フ
シ
ム
ル
ノ
成
規
ト
ナ
V
タ
リ
ト
醗
モ
未
タ
従
来
慣
用
ノ
記
帳
ヲ
更
メ
兄
往
々
了

γ
テ

陰
ニ
旧
式
ノ
帳
簿
ヲ
混
月
九
ル
壬
ノ
ア
リ
テ
各
銀
行
ノ
簿
記
方
法
未
タ
一
定
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
為
ニ
其
ノ
検
査
ヲ
ジ
テ
甚
タ
困
難
ナ
ラ
V

メ
タ
リ
然
レ
ト
屯
営
業
日
ヲ
積
ミ
月
ヲ
重
ヌ
ル
ユ
従
ヒ
出
納
白
ラ
多
岐
ニ
捗
リ
益
主
帳
簿
ノ
混
雑
ヲ
来
タ
ス
(
キ
ヲ
以
テ
久
シ
グ
之
ヲ

忽
諸
-
一
付
ス
可
ラ
ス
比
一
一
於
テ
紙
幣
頭
ハ
明
治
七
年
十
一
月
〔
第
一
閏
立
銀
行
心
大
株
主
で
あ
っ
た
〕
小
野
組
ノ
破
産
一
一
会
ジ
御
雇
英
人

「
ジ
ヤ

γ
ド
」
ヲ
グ
テ
各
銀
行
ノ
帳
簿
ヲ
検
査
セ
ジ
メ
以
テ
其
業
務
ヲ
刷
新
セ

y
事
ヲ
大
蔵
蜘
一
一
開
陳
ジ
テ
共
允
許
ヲ
得
明
治
八
宜
一

月
ヨ
リ
順
次
各
国
立
銀
行
ノ
検
奄
ヲ
開
始
ヒ
円
」
か
く
し
て
、
第
一
国
立
銀
「
行
が
紙
幣
寮
御
雇
英
人
ア
ー
ラ
ン
・
V
J

ヤ
γ
ド
の
検
査

を
受
け
た
の
は
、
明
治
七
年
十
一
月
小
野
組
の
破
産
せ
し
後
四
ヶ
月
な
る
八
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

シ
ヤ
ソ
ド
は
第
一
国

立
銀
行
に
つ
き
〔
二
一
月
一
日
月
曜
ヨ
リ
同
八
日
月
曜
7

デ
〕
検
査
せ
る
結
果
を
取
り
ま
と
め
紙
幣
頭
へ
宛
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
〔
東
京

第
一
国
立
銀
行
〕
報
告
〔
宝
盲
〕
及
び
そ
の
追
補
は
わ
が
国
銀
行
史
上
最
初
の
検
査
報
告
と
い
う
歴
史
的
文
献
で
あ
る
」

古;

モ
心
中
の

「
営
業
入
品
質
」
と
い
う
所
で
検
査
官
シ
ヤ
ソ
ド
は
づ
ぎ
の
よ
う
に
利
益
処
分
の
形
で
家
盈
什
器
白
減
価
償
却
士
す
マ
へ
き
こ
と
主
要
請

し
て
い
土
。



「
第
三
国
立
銀
行
ニ
於
テ
〈
地
問
家
作
及
ヒ
家
財
ハ
毎
半
季
ニ
是
ヲ
記
シ
テ
其
価
ヲ
変
ス
ル
事
ナ
シ
。

E
ツ
〔
危
難
〕
請
負
〔
U
自
家

保
険
〕
及
ヒ
損
消
ノ
備
エ
ナ
シ
。
凡
ソ
各
国
銀
行
ノ
俗
ト
ジ
テ
家
作
家
財
ノ
損
消
ユ
備
エ
ン
カ
為
一
一
年
立
右
干
金
ヲ
貯
フ
ル
事
ナ

h
o

第
一
国
立
銀
行
ヱ
於
テ
亦
タ
此
ノ
備
工
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ス
。
何
ト
ナ
V

ハ
若
γ
此
ノ
家
作
ヲ
売
片
ト
キ
受
ケ
取
ル
へ
キ
金
戸
決
シ
テ
待

問
中
ニ
記
入
セ
ジ
大
額
ニ
同
シ
カ
一
フ
サ
ル
ベ

V
o

銀
行
ノ
凡
テ
ノ
身
代
ハ
成
ル
ベ
キ
丈
ケ
ハ
市
価
ヲ
以
テ
算
λ
(
V
o

若
V
公
債
一
証
書

滞
貸
附
余
地
而
家
作
及
ヒ
家
財
共
一
一
真
伽
フ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
利
益
ノ
壱
部
ヲ
是
ニ
加
工
テ
真
価
ナ
ラ
ジ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
向
。
L

右
の
よ
う
な
勧
告
を
ふ
く
ん
だ
報
告
書
は
明
治
八
年
五
月
二
五
日
に
大
蔵
卿
、
輔
の
允
可
を
え
て
六
月
二
七
日
に
第
一
国
立
銀
行
に

指
令
さ
れ
た
が
、
第
一
国
立
銀
行
は
た
だ
ち
に
シ
ヤ

y
ド
の
勧
告
白
線
に
モ
っ
て
明
治
八
年
上
半
季
の
純
益
金
の
算
定
に
あ
た
り
利
読

。

金
か
ら
「
家
屋
建
築
入
費
即
チ
営
業
用
艮
γ
入
ト
ジ
テ
金
三
千
円
:
ヲ
引
去
」
っ
て
い
る
。
己
の
点
に
つ
い
て
、
第
一
国
立
銀
行
明

治
八
年
上
半
季
「
第
四
考
課
状
」

(
明
治
八
車
七
月
一

一
日
)
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
c

口
右
計
算
ノ
中
常
業
用
ニ
引
去
リ
タ
ル
分
ハ
本
支
庖
家
犀
辿
築
ノ
費
用
十
六
万
二
千
二
百
円
ノ
元
入
ニ
ジ
テ
此
元
金
ハ
素
ヨ
リ
不
動

ノ
財
産
ニ
候
得
共
其
年
月
ヲ
経
ル
-
一
従
ヒ
自
然
損
傷
ス
ヘ
グ
随
テ
価
格
モ
低
減
月
へ
キ
一
一
付
第
二
集
会
一
一
於
テ
演
述
V

タ
ル
通
り
追
々

利
益
金
ノ
内
ヨ
リ
之
ヲ
引
去
リ
営
業
用
元
高
ヲ
減
少
可
致
取
締
役
之
ヲ
決
議
γ
向
後
毎
半
季
多
少
其
市
ノ
艮
γ
入
可
相
立
目
見
込
一
一
候
」

右
の
減
伺
償
却
は
「
第
四
考
課
状
」
の
半
季
利
益
金
割
合
報
告
及
び
「
東
京
日
日
新
聞
L

に
公
告
さ
れ
た
「
第
四
回
報
告
」
の
損
益

勘
定
担
之
部
通
計
白
あ
と
(
利
益
金
の
処
分
H
H
純
益
金
算
定
の
と
こ
ろ
)
に
「
営
業
用
戻
シ
入
三
、

0
0
0」
と
し
て
表
示
さ
れ
、
そ

し

τ家
屋
原
価
二
つ
一
、
二

0
0円
か
ら
右
の
家
屋
減
価
償
却
費
三
、

0
0
0円
を
直
接
法
に
よ
り
控
除
し
た
残
高
が
「
実
際
報
告
」

の
借
方
に
「
営
業
用
家
作
(
地
所
、
什
器
)
一
五
九
、
二

0
0」
(
「
第
四
回
報
告
」
の
「
受
け
方
」
に
は
単
に
「
営
業
用
一
五
九
、

O
O
L
)
と
し
て
表
一

T
dれ
て
い
る
。

明
治
前
期
む
「
同
立
制
行
」
に
お
け
る
棋
倒
償
却

第
八
十
八
巻

五
九

第
刊
号

イー



明
治
前
川
州
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
付
る
減
価
償
却

第
八
」
l

八
巻

ノ、。
第
四
号

ノ一、

什
堅
教
授
は
、
こ
の
よ
う
に
「
明
治
8
年
上
半
季
第
一
国
立
銀
行
の
決
算
報
告
書
に
減
価
償
却
が
〔
わ
が
国
会
計
史
上
〕
は
じ
め
て
計

上
さ
れ
る
や
、
中
が
て
各
国
立
銀
行
の
問
に
こ
れ
が
伝
わ
ヲ
て
行
っ
た
。
明
治
日
午
上
半
季
新
潟
第
四
国
立
銀
行
の
公
告
決
算
報
告
書

(
東
京
日
日
新
聞
、
明
治
9
年
7
月
お
日
号
に
絹
載
)
に
も
、
「
営
業
用
」
と
い
う
資
産
科
口
一
て
四
一
五
円
六
一
に
対
し
「
常
業

用
消
却
」
と
い
う
科
目
で
減
価
償
却
五

C
O円
O
Oが
計
上
さ
れ
て
い
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
四
恒
立
銀
行
は
明
治
九

年
上
半
季
に
左
つ
て
は
じ
め
て
減
価
償
却
を
計
上
し
た
白
で
は
な
く
、
第
一
国
立
銀
行
と
共
に
明
治
八
年
上
半
季
に
減
価
償
却
を
は
じ

め
て
い
る
。
「
東
」
瓜
日
々
新
聞
」
に
公
告
さ
れ
た
「
明
治
八
年
一
月
ヨ
リ
六
月
三
十
円
迄
第
三
間
上
半
季
ノ
」
第
四
国
立
銀
行
「
第
三

回
半
季
報
告
」
に
は
「
借
方
銀
行
ノ
資
産
権
利
一
一
属
λ

八
分
」
白
「
営
業
用
一
三
、
二
一
一
一

-
五
九
」
に
対
し
「
損
益
勘
定
」
に
「
金
千

三
百

O
六
円
九
折
八
銭
営
業
用
十
分
ノ
壱
消
却
」
が
計
上
さ
れ

τ
い
る
。
か
か
る
減
価
償
却
実
務
が
何
を
契
機
と
し
て
あ
b
わ
れ
た

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
六
万
二
千
二
百
円
の
元
入
に
た
い
し
金
三
千
円
と
い
う
端
数
の
沿
い
戻
L
入
を
し
た
第
干
国
立
銀
行

の
実
務
に
く

L
。
へ
れ
ば
、
は
る
か
に
進
歩
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
主
治
、
つ
い
で
に
い
っ
て
お
く
と
、
第
五
国
立
銀
行
は
す
で
に
明
治

七
年
上
半
季
白
第
二
回
考
課
状
で
「
東
京
及
ヒ
鹿
児
島
枝
宿
建
築
入
費
ハ
未
タ
造
営
中
殊
ニ
当
芋
季
純
益
金
モ
微
微
タ
ル
カ
ユ
ヘ
ユ
右

ゎ

枝
百
建
築
斉
整
ノ
上
此
入
費
高
ヲ
後
半
季
ヨ
リ
シ
テ
返
債
ノ
途
ヲ
設
ケ
漸
々
之
ヲ
償
却
イ
タ
ス
へ
ク
候
」
と
明
治
七
年
後
半
季
よ
り
家

屋
減
価
償
却
を
実
施
す
る
己
と
を
予
告
し

τ
い
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
D
償
却
計
画
を
実
行
に
移
し
た
時
期
は
第
-

-
第
四
銀
行

よ
り
も
一
年
半
も
お
く
れ
た
。

己
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
わ
が
国
減
価
償
却
史
に
沿
け
る
第
一
走
者
は
、
近
代
走
法
を
し
た
点
を
重
視
す
れ
ば
、
第
一
国
立
銀
行

で
は
在
く
第
四
国
立
銀
行
で
あ
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
が
先
頭
士
き
コ
た
か
と
い
う
事
実
の
み
を
記
録
し

た
だ
け
で
は
完
全
な
会
計
史
に
は
な
ら
な
い
の
競
技
に
お
い

τ走
順
と
共
に
速
度
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
白
明
治
減
価
償



却
史
に
お
恒
て
も
、
第
一
期
の
国
立
銀
行
が
株
式
会
社
の
形
態
を
と
っ
て
設
瓦
さ
れ
て
(
「
用
志
F
」
の
号
令
が
か
か
っ
て
)
か

b
わ
ず

か
二
年
た
ら
ず
の
期
聞
に
そ
の
半
数
が
減
価
償
却
を
は
じ
め
た
と
い
う
ス
タ
ー
ト
・
グ

y
γ

ュ
の
す
ば
ら
し
さ
を
記
録
に
と
ど
め
な
け

れ
ば
た

b
な
い
。
己
の
減
価
償
却
導
入
の
ネ
タ

l
ト
の
良
さ
は
、
明
治
政
府
の
コ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
の
指
導
力
を
計
算
に
入
れ
て
も
、

わ
が
国
の
国
立
銀
行
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
(
一
八
七
五

1
明
治
八
年
)
に
設
立
さ
れ
た

E
4
2
5
-
回
ωロ
財
え

O
自
立
ω
が
干
っ
と
一
一
一

年
を
経
過
し
て
か
ら
(
一
八
八
二

l
明
治
一
五
年
に
た
っ
て
)
は
じ
め
て
減
価
償
却
を
は
じ
め
た
事
完
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
賞
讃
に

価
す
る
も
の
で
あ
る
己
と
が
肌
解
で
き
る
で
あ
ろ
一
つ
。

川
第
一
困
立
担
行
は
「
明
治
七
年
一
月
十
一
日
株
主
総
会
を
開
い
て
第
一
回
決
算
を
可
決
L
、
-
此
日
は
じ
め
て
第
一
回
半
季
実
際
考
課
状
(
和

紙
に
活
阪
市
刷
せ
る
も
の
)
を
各
株
主
に
配
布
し
た
が
、
越
え
て
一
月
二
十
一
辺
日
〔
付

σ〕
利
詩
勘
定
其
他
を
新
聞
紙

k
に
広
告
し
て
世
人
の
注
意

を
促
し
た
。
わ
が
国
に
お
し
て
考
課
状
を
株
主
に
分
ち
、
ま
た
こ
れ
を
新
聞
に
広
告
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
以
て
噛
矢
と
す
る
。
」
(
「
第
一
銀
行
史
・

上
巻
』
一
八
二

l
一
八
一
一
一
頁
)
明
治
七
年
二
月
二
日
の
「
東
京
日
日
新
聞
」
(
第
五
九
七
号
)
に
公
告
さ
れ
た
こ
の
「
第
一
報
告
は
数
字
を
掲

げ
ゐ
こ
と
は
少
な
く
、
必
要
事
頃
を
佃
条
書
き
に
し
た
士
宮
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
〔
写

L
略
〕
い
わ
ば
公
表
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
て
教
字
も

大
掴
み
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
わ
が
同
に
お
い
て
法
人
組
棋
の
企
業
体
が
そ
の
業
績
を
新
聞
に
公
表
し
た
初
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
阿
の
常

業
報
告
は
七
月
一
一
十
二
日
〔
第
七
凹
九
号
〕
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
前
回
に
比
し
て
慈
か
に
詳
細
に

E
り
形
式
も
今
日
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
〔
唱

し
時
〕
」
(
同
上
、
四
五
二
四
五
回
貰
)
そ
し
て
、
こ
の
第
一
一
同
報
告
か
ら
「
貸
借
対
照
表
白
「
肯
方
」
-
「
借
方
」
の
用
語
に
か
え
て
預
金
者
大
衆

の
立
場
を
中
心
に
し
た
「
践
し
方
」
・
「
受
ヶ
方
L

と
い
う
川
語
を
用
い
て
い
る
。
」
(
片
野
、
前
掲
書
、
一
三
一
頁
)
こ
の
一
例
市
左
し
て
片
野
教

授
は
明
治
八
年
上
半
季
第
四
回
報
告
〔
東
京
日
日
新
聞
、
朋
治
8
年
7
月
日
日
号
〕
を
掲
げ
て
い
る
(
片
野
、
前
掲
嵩
、
二
二
二
|
一
一
一
凹
立
)
が
、

「
貸
方
」

1
「
濫
し
方
」
、
「
借
方
」

1
「
受
ケ
方
」
と
い
う
用
語
は
す
で
に
第
二
回
報
告
か
ら
使
用
さ
れ
だ
し
て
い
る
。

川
W

『
明
治
財
政
史
・
第
」
l

三
巻
』
六
二
六
頁
@

「
規
則
」
之
同
時
に
出
版
さ
れ
た
「
明
治
6
年
ロ
月
の
一
「
銀
行
簿
記
精
法
」
は
、
全
5
冊
を
通
じ
て
記
帳
の
場
合
と
い
わ
ず
記
帳
以
外
心
場
合
主
い

わ
ず
、
数
字
は
す
べ
て
日
本
数
字
を
聞
い
て
い
る
」
(
片
野
、
前
掲
書
、
五
七
頁
〉
こ
と
を
考
え
る
と
、
財
務
諸
表
に
西
洋
数
字
を
用
う
べ
し
と
し

明
治
前
期
の
「
凶
立
規
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

/、

第
V可
号

)L 



明
治
前
期
凸
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

プミC

第
四
号

巨旦。

た
「
規
則
」
の
進
歩
性
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ラ
ピ
ヤ
数
字
が
実
用
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
に
あ
つ
で
は
、
本
文
で
も
指

摘
し
た
よ
う
に
そ
の
影
響
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
片
野
教
授
の
よ
う
に
明
治
十
年
二
一
月
り
「
国
立
銀
行
報
告
差
出
方
規
則
附
録
。
「
報

告
表
へ
一
記
状
λ

ル
数
字
ハ
部
テ
芹
字
ヲ
以
テ
〔
ス
)
ベ
シ
」

Q
明
治
財
政
史
・
第
十
三
巻
」
ハ
六
一
瓦
)
と
い
う
規
定
の
み
に
注
目
す
る
(
片

時
、
前
掲
書
、
五
八
頁
)
の
は
、
片
手
帯
で
あ
ろ
う
。

ω
『
日
本
金
融
史
資
料
畑
一
一
嗣
・
第
三
巻
』
凹
心
五
四

O
六
頁
。

川
刊
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
龍
門
社
編
「
渋
沢
川
市
一
伝
記
資
料
館
四
単
位
L

昭
和
三

O
年
、
四
三
頁
。

明
治
七
年
七
月
の
「
第
二
国
立
銀
行
利
益
金
配
当
定
則
」
第
一
条
に
も
ま
っ
た
く
同
じ
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

Q
日
本
金
融
資
料
諜
編
第
三

巻
』
三

O
六
頁
。

M
W

『
明
治
財
政
史
・
第
十
一
二
巷
』
六
三
八
六
三
九
真
。
『
担
行
課
第
一
次
報
告
到
酬
帥
一
h
J
H一
一
月
』
明
治
二
二
年
、
一
九
二
〈
U
頁
、
第
一
ニ
訊
「
困

す
銀
行
杭
茸
ノ
事
」
参
照
。

仙
W

『
第
一
銀
行
史
・
上
巻
』
二
一
四

l
一
二
五
頁
白

ゆ
シ
ャ
ン
ド
の
原
稿
を
翻
訳
し
た
『
銀
行
神
記
精
法
』
に
宍
例
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
一
八
七
二
年
六
月
一
九
口
現
在
の
「
香
港
卜
海
銀
肘
ノ
身
代
及

ヒ
負
憤
ノ
抜
書
」
の
借
方
に
「
八

C
-
一
心
力
・
七
二
銀
行
所
持
ノ
家
作
及
地
所
」
左
「
七
一
五
五
三
・
二
一
八
家
仲
」
の
二
科
目
が
あ
る
が
、
同
年
六
月

二
九
日
ま
で
干
年
聞
の
「
香
港
上
海
銀
行
損
益
勘
定
書
」
借
方
「
利
淵
ヨ
リ
引
去
リ
タ
土
両
」
に
は
減
価
償
却
に
閉
す
る
項
目
は
な
い
。
(
「
日
本

金
融
-
史
貸
料
開
聞
編
・
第
五
巻
』
昭
和
一
二
年
、
己
二
五
頁
、
参
照
。
)
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
り
資
料
か
ら
、
当
時
国
自
∞
問
。
ロ
∞
自
己

E
E∞
E

出
EHW岡
田
市
川
円

0
4。
E
C。
ロ
が
減
価
償
却
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
コ
ヅ
ト
ラ
ン
下
の
詰
組
行
。

報
告
書
抜
附
み
か
ら
推
論
す
る
と
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
昂
の
銀
行
は
必
ず
し
も
定
期
的
に
減
価
批
却
を
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ハ
え
〉
ロ
己
目
当
巧
己
目

E
出
問
。
片
岡
』

M
E
E
h
b
切

QSb言
内

乱
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E
h
N軒
、
旬
、
建
前
O
R叫

b
q
M
Z交
友
吉
弘

A
E
Q叉誌な

HhwquH匂
U
町、

F
O
D《甘口

H∞
E-

3
怠

ι叶
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な
お
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
請
銀
行
心
中
で
比
較
的
定
期
に
減
価
償
却
を
し
て
い
た
出
E
Eロ
己
出
mwmw
の
報
告
書
の

E
u耳
目
立

c
g日
ぐ
E

5
コ
ω
か
ら
減
価
悦
却
に
閲
す
る
事
引
を
歴
順
的
に
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
あ
。

広
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・
-
山
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目
ψ
F
Hハ
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E
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同
C
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宮
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『
第
一
銀
行
史
・
上
巻
』
一
一
二
九
頁
。

シ
ャ
ン
ド
の
東
京
第
一
国
立
組
行
報
告
書
よ
り
一
年
前
、
明
治
七
年
に
ル
ド
ル
フ
が
審
議
伊
藤
悼
文
に
提
出
し
た
「
収
入
税
法
揮
案

(
1所
得

税
法
案
)
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
減
価
償
却
(
た
だ
し
、
法
案
で
は
「
原
価
ヨ
り
ノ
割
引
」
と
い
っ
て
い
た
)
を
担
金
と
し
マ
弛
除
す
る
乙
主
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。

「
第
二
十
八
条
商
業
γ
ム
業
或
ハ
其
他
ノ
収
利
営
業
一
(
例
へ
ハ
医
師
代
言
人
事
述
者
ノ
類
〕
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
其
他
返
隠
料
手
当
金
成
ハ
動
産
及

不
動
産
ヨ
リ
生
ス
ル
利
益

ι
ア
ラ
サ
ル
諸
収
入
ハ
左
ノ
方
法
ニ
拠
リ
税
額
ヲ
定
ム
へ
シ

商
業
工
業
或
ハ
其
他
ノ
収
利
営
業
等
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
戸
常
業
三
年
以
上
引
続
キ
タ
ル

I
キ
ハ
前
三
ヶ
年
ノ
平
均
両
ニ
拠
リ
収
入
税
プ
算
定
ス
へ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
司
、
、
、

シ
共
中
建
物
及
醤
業
用
具
ノ
割
引
(
建
物
等
使
用
一
目
白
リ
年
々
其
伺
ヲ
減
ス
ル
ヲ
以
テ
其
割
合
一
一
滋
ジ
原
佃
ヨ
リ
割
引
ス
パ
ヲ
云
フ
〉
共
他
営
業
ノ

為
メ
必
要
ナ
ル
費
問
ヲ
引
去
ル
ヘ
シ
但
納
税
義
務
者
ノ
家
計
ニ
闘
ス
ル
費
用
或
円
業
務
ノ
拡
幅
改
良
等
ニ
関
ス
ル
出
費
ハ
引
去
ル
ヲ
得
ス
」
(
抄
見

三
郎
、
柏
井
象
雄
、
佐
伯
玄
洞
、
伊
酷
武
夫
『
各
国
所
得
税
制
論
』
昭
和
九
年
、
二
五
二
頁
、
傍
点

l
同
寺
)

右
の
法
案
は
、
い
わ
ゆ
る
収
支
計
算
か
ら
出
発

L
、
支
出
と
し
て
控
除
し
う
る
も
の
を
建
物
及
び
器
具
に
た
い
す
る
通
常
の
減
価
償
却
の
他
忙

こ
れ
起
の
規
模
で
企
業
を
継
続
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
支
出
に
か
ぎ
っ
て
い
た
一
八
五
一
年
(
の
ち
一
人
七
三
年
改

r)
の
プ
ロ
シ
ヤ
所
得
税
法

(
弔
問
問
ロ
ロ
。
出
R
A
y
b芯
同
三
足
立
と
5
N
h
&白
骨
三
旬
。

E
S
国
之
R
S
L
E
R
P
F
回
目
E
H
H
印
古
己

Z
B
o
z
-
区一的
h
F

印
可
∞
同
)
に
よ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

L
か
し
、
こ
り
法
案
は
実
施
さ
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
、
わ
が
国
へ
減
価
仇
却
を
移
植
す
る
こ
乏
に
関
し
て
は
な
ん
ら
の
役

割
を
も
は
た
す
ζ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。

川
何
「
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
・
第
四
巻
』
一
四
一
八
頁

ψ

M
W

「
日
本
金
融
史
資
料
州
国
制
持
コ
巻
一
附
録
、
六
一
主
氏
。

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
斗
i

人
巻

ノ、

第
四
号

E→ 



明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却

第
八
十
八
巻

ノ、
凶

泊
四
号

凶

同
右
刊
、
附
輝
、
六
泊
頁
。

M

H

H

野
、
前
損
害
、
一

O
六
l

M
H

「
束
京
日
日
新
聞
」
明
治
八
年
白
月
一
五
日
〔
第
一

o-ハ
八
号
〕
。

糾
川
野
、
前
損
害
、
一
一
一
一
氏
。

紛
「
東
京
日
日
新
聞
」
明
治
八
年
七
月
二

O
日
〔
第
一

O
七
三
号
〕
。

同
州
寸
明
治
七
年
十
一
九
に
は
紙
幣
寮
棚
一
一
服
英
人
ア
l
レ
γ
シ
ヤ
レ
ド
氏
が
当
〔
第
回
国
立
担
〕
行
に
出
張
し
て
簿
記
D
罰
入
状
況
を
但
察
し
て
種

々
指
導
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
」

Q
第
四
錦
折
八
十
年
史
』
同
和
三
一
年
、
一
七
一
八
百
)
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
行
に
減
価
償
却

が
導
入

3
れ
る
契
機
と
な
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
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「
日
本
金
融
-
史
資
料
畑
時
制
・
第
三
巻
」
附
錦
、
ゴ
二
九
頁
。
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と
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よ
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N
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(
同
さ
も
さ
包
囲
言
耐
久
門
お
き
昔
、

P
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長
s
h

句。
h
旬
Y

S
邑
富
札
む
君
主
足
宮
崎
芸
h
P
A
S
E
おN
E
N
E
E
-
己
主
旬
、
匂
喜
S
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喜
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、
F
H
h
u
y
h
l
N
b
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p
H。
S

E
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-
M
由
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な
お
、
以
上
り
減
価
償
却
は
す
べ
て
利
持
金
処
分
の
形
を
主
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
の
知
行
会
計
で
は
、
わ
が
国
立
銀
行
の
会
計
で
も
そ
う
で

あ
る
が
、
一
般
に
利
益
処
分
に
よ
る
減
価
償
却
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
(
こ
の
栴
続
く
)

。
九
頁
。


